
自動販売機設置事業者の公募に係る概要 

上田市では、平成 22 年度から次のとおり順次公募により設置事業者を募集しています。 

項  目 内  容 

貸付期間 
◆ 最長 3 年間。ただし、指定管理施設は指定管理期間と同じ期間となる場

合があります。 

設置業者 

選定方法 

◆ 公募型見積り合わせにより行います。 

◆ 予定価格以上の有効な入札書（見積書）のうち、最高の価格を提示し

て応募した者に決定します。 

募集単位 ◆ 原則 自動販売機一台毎に募集します。 

商品種類 

販売価格 

◆ 販売商品の種類は財産管理者（施設の管理担当課）が決定し、募集

条件とします。 

◆ 販売価格は標準小売価格を上限とします。 

◆ 酒類の販売はできません。 

予定価格 ◆ 予定価格の公表は行いません。 

資格要件 

◆ 募集要項に定める資格要件を満たしていない場合は応募できません。 

 【 主な資格要件 】 

✓ 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項及び第 2 項に該当しない 

✓ 暴力団関係者ではない 

✓ 市税の滞納がない     など 

公告方法 ◆ 上田市のホームページに募集要項を掲載します。 

管理経費 

◆ 電気料等貸付に伴い管理上必要となる経費は、自動販売機設事置業

者の負担とし、貸付料とは別に財産管理者（施設の管理担当課）の発

行する納入通知書により納入しなければなりません。 

契約締結 
◆ 上田市の用意した契約書により、設置事業者決定の通知があった日から

5 日以内に契約を締結しなければなりません。 

貸付料 
◆ 財産管理者（施設の管理担当課）の発行する納入通知書により、納入

期限内に納入してください 

公募の 

例外 
◆ 社会福祉団体が設置するなど特別な理由がある場合 

 


